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近代天橋立の風致史

一一天橋立公闘の成立一一

丸山 宏

A History of the Preserving Scenic Beauty of 

Ama-no・Hashidatein Modern Ages. 

一-theRealization of Ama-no・HashidatePark.-一一

Hiroshi MARUYAMA 

要旨

本稿では近代における天橋立の風致保税策が近代ツーリズムの発援を裂機に地方経i持活性イむの

昔日J二にのぼり r公関イじjによってなされた過程を論じた。

ヲミ橋立は近代以前，文珠樹恕芸者Fの飛地境内であったが， 明治4主勾年i戸さと地され1鵠き

なりその名勝を保民説謎する;主't{:休本というものも明磯でで‘なく，なしろなおぎりにされていたといえる。

天橋立公関投授の磁接的な契機は明治32主Fにはじまる悶有林野強調事撲であった。明治36fr::，ラミ

嬬立寄有林が「不要存樫林JI乙指定されたことにより， I誇年11月，与謝郡は天橋立官有林を「公

隣」として郡で管理したい留を府lζ上申する。与謝郡が公関投i設を上申した背殻には，近年の交

通手段，とくに鉄道の発逆にともなう観光地橋立のi:iJ能性があった。 ζの時点では京都鉄道・が間

部まで，阪l'~，l鉄道が摺知 IJI までのび，また1認知 IJI' 騨鶴闘の工事が始まっていた。また，明治32

年，摂津潜が商港になり，ょうやく経滑に指祝をE設するfff況が揃ったこともあった。 38年 6月，

天橋立は~ffl公闘として許可される o WI貨による公閥整備凶器うに在せぬ情説もあったが，部制崩

止にともない大正12fl三1舟. JfJjZ:公闘となり維持管閣は!仔で行なわれることになる。また，大正

j羽にはi哲力nする観光容に対応するため公関内に旅館等の施設が建設されるo

1. J芋

林春宮詩の『臼本間取跡考U (111永ニ十年千日)のなかで松尚，厳j誌とともに r.:=.，g草ノ奇観Jのひ

とつに数えられた究者脅立は， 維新前文~鰐恩寺の飛地域内であった([頭 1 参照)。明治 4 年の社

寺上地令により官林となる。官林保挫のため明治 6年 8月 8[1，太政官布告館 2911きにより社ミJ"

上地林の伐木が禁止されたが， r帯IjI?!Jすべき林士山として天橋立の林は含まれていない。1) こ

の 11邸調において名勝の風致保護政斑ぞ見ることはまだ離しい。 l弼お~ì25年，地元の旅館業者が「天

橋の保容法J2) を立てようとしたことはあったが，行政ょにその端絡があらわれるのはその 2年

後である。明治27年11月28日，府会議長中村栄助は京都府議会告白代表し渡辺千秋知事に「天橋風
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致保護ノ建議Jを行なう o

府下丹後rJll夫総立ハ!ヨヌ!五五絞ノーナレハ本会ノサミルニ十六年度ニ於テ名IZJlJy地ニ主主スJレ路線ト為シ特ニニ

十八年度内ニ之ガ道路ヲ改修シ内外人遊覧ノ伎ニ{!~セントス然ノレニ天橋持7釘ノ総数ヲ fj:ス Jレ松樹ノ、今ヤ胤
折移多シク殊ニ災北方ニアリテ滋太ダシトス放ニ之ガ、紛議{保拶ノ為メ許可次松綴ヲ繁茂セシメ以テ充分ノ風
致ヲ添へ後ク日本ノ!路地ヲシテ~カシメンヰlヲ~tl;筋へ凝議相成!立五七役会会ノ滋!迅ヲ以テ主主総{災1:11引 (傍jぷ
引ffl符，以下問じ)

続いて， I高年12月四日には「名ぽ!路地風致林保謎ノ建議jむをする。これは嵐11(，高雄.mfia. 
JfrUIのiほ午前llffを保護してもらいたい慢を組織したものである。

何故 ζの明治27=句さという時期にこれらの強騒がなされたのであろうか。京都では諮問年，第4

間内i翠勧業博覧会および誕都記念千青年祭の開僚をひかえていた。この機会lこ天楠'JEをはじめ市

内各所の名l路地を鍛備し，内外人を京都へ鵠致する意味合いがあったと考えられるo

潟28年 5)910釘，渡辺知事は浪商務大田に「天橋立ノ}協議保存方ノ f!:ニ付と1:1りする。

公二十六年ニ於テハ当府々会ノ決議ヲ以テ京都ョワヌ繍ニ蕊ル道路ヲ名IZ勝地ニ迷スJレj泣路ノ…ニカ日へ本
年度ハ多綴ノ;地方税ヲ倣テ之ヲ改修シ噂ラ内外人探勝ノ使ヲ lìi・レワ…・・l(~ ト俊炎ノ i総数ハ近来主主々淡鰍ノ
…方ニ{頃クノ餓ナキ総ハス日ニ内外人ノー皮おtヲiJIクモノハ深ク数消:シテ機サル所タリ扱フニ今臼ノ滋ヲ
以テ折11移スルトキハ到底1tt綴ハ生得3壊滅ノ製ミナク市来幾百年天然勝銭ノ名ヲ魚フ夫総ノj浪光モ終ニノ、J主
主移ヲ亡フニ奈ランモ亦災ニ巡憾 j、云フヘシ・…H 該地ハ衡i省所管ノ腐林ニj潟シ芝設定iリ施為スベキノ巡モ鉱之
ニ付当局者ニ於テ之カ相当保存ノ方法ヲ議シ以テ松樹ノ繁茂ヲ凶リ天橋渡特有ノ総燦ヲシテ永ク後&Fニ金
カシメラレン薄手ヲ…4)

さらに， 5 J~ 21 EI iこは「名ほl路地保波方法ノ様ニ付伺」が内務，浪商務両大悶に現椅された。

ここでは胤JlI.東111.高級.地鼠の林について「核官林ハ先以テ;lt儲風教林 i、シテ}削妥当府ノ

恰:閣ニ胤セラレ挟様致j究然Jレとハp!9i次保護ノ歩ヲ逝メテ終ニ公閑地ト為シ永久ニ保鍛セントスル

希割ヲマヨ「スル処ニ有之…J4) と，公闘地の設憶にまでおよんでいる。地所の使用棋を得るには官

有H~'g!f規則，あるいは社寺上地林委託脱出によれば可能であったが，前者では街地料金袈し，

後者ではその使用権が制限され，また使刑者もまi該社ミ訟に!絞るものであり光分には維持管閣でき

ないと考え，公闘を設問し)現段~~1TI!することを目論んだわけである。また，この維持管制授につ

いてはJ也)]'税，市税を充てるつもりであったが，まだR守会の決議をみてはいず， とりあえず府に

おいて管理したい悶を伝えた。しかし，その後の経過密見ると，天ii南沙:~をはじめ l.i!áIL!.東山.潟

ktfi. j:母!迭のいずれの1制球についても，政府の聞き入れると ζろとはならなかった。

う足椛立についてその風数が再び制上にのぼるのは!則的32年 3月221ヨ， I恐有林野法公布以後の ζ

とになる。関有林経常のf:iJ!械化を計るため，悶有林野特別事業の一環として，悶有林野摂理のた

めに不袈待i設林野の売り払いが詞32"ドから始まり，火活10"ドまで統く。そのなかで明治36年，天

橋立悶有林!立「不要硲樹林Jとなる。以後，滞納!な経過を見てゆく。

2. 公劉成立の経緯

明治36伴11月初日，与謝郡長，梁飯原J¥Tlは京都府知事大森鑓ーに rli4有林智朗之裁ニ付願Jを

!二Iいする(関 1参照)。

京都府勾.飽J務官背津村大学文主主字;;ミ総
一、間有林反別九反.niI玖ニ十二歩
一、間 十一(IIJ・六畝三三歩

省関イ若林ハ日本三三銭ノ…ニ{j'f.セJレ!務地ニシテ附近ニハ成1'Eli1I，f滋事11ネ'1:，文記長宅号;名ぼ11ヨ蹴ノ孫:tIセルモノ有
之総ニ付<1;:林ノ移!宛ハオ;:'[fflノ繁栄*({l持機進上ニ奈大ノ彩綴ヲ及ホスコト少カラスカ日フ
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発途ニ伴ヒ締:rrl~t近ノ鍛峨ヲ来スベキハj関シテfをツヘキ議 i、海侠就テハぬi総本都公i滋トシテ修1護保得シ将
来君ßノ繁栄璃巡ノ資ニ{J~ス lレ為水~mニ於テ税理教皮侠fm:fîノ )1邸主筋へ術!I\.1 r，務相成俊;様致j支止七段1:J:\g領候也5)

いわゆる日本三三殻のひとつである天橋立役公闘にしたいと取し出たわけである。天橋立は明治

41Fの社寺上地令以降，京都府の管耳n下となり.明治191[:3月には府の鳴;現在離れ，農商務省の

1百il~占となっていた。1I'1]36{戸11月 13日にその担当 Iまである大阪大林区殺から. r不袈存堅苦林トシテ

処分jし「内務翁管ニj出回組幣方jの!開会が京都府に伝えられていた。京都府はそれをさらに

与謝郡援に照会したところ，それに対する逝容が上記の出願となったわけである。

京都府は大阪大林誕寝Hこ「内務省主管ニ地間約11別立溜見ニ有之投仔テハ公闘地ノ目的ヲ釘、テ組

嫁御51渡ノ迎ヒニ致皮J5) と与謝郡の:恕i句会伝える一方，阿部ー民iζ公閥とするにあたって次の 6

項目 について鵡査し報告するよう速した。 r公樹投股ニ保Jレ設計-Jf:ニ関商.'IVi乳児mu.r公髄

投{設資J. r公IR~{I移盟保存質収支見秘書u. r公闘ノ名祢J， r公路線持及管部規定J， r与謝郡三三

十六年度予算鴇U5
)

さらに京都府は12月 1713 付・で，与謝郡長 iこ対し今回の r~l有林管刻}ノ義願出J は郡会に計った

ものかどうかをただしてきた。与論Jお~の対応があまりにも機敏であったため念脅押したわけであ

る。 2日後の19日!こ部長より「本判二取扱ニ付テハ特ニ蕊語、ヲ製スル関経ニ御照会ニ依リ i臨時愈施

ヲ要スルモノト総メ ~n)~iU第況十六条ニ依リ'I1í5参会ノ決議ヲ経テ l句蹴シタノレ務ニ有之般J5) と回

答があった。これに対し京都府は22臼付・で再びお11-]廷に照会している。 r本件ハ策大ノ事件ニ伺・矢

援者15会ノ滋見ヲ関ヒ御i下l/対相成侠1禁致皮J5) と都会の問機各促している。これに対し郡長璃飯涼

!納は 25 日付で「本事件ノ為メ臨時~~I会副議スルハ蒋弱ナラサ Jレ義ニ付来年…月下旬ニ於テ通常郡

会開設ニ先立チ附議i:司致児込ニ有之侠条J5) と了解してもらいたい皆jJ&特した。

車史的年1月初日，誕飯服部長は諮問按第一号として郡会t乙提出した。部会は強2月7日の本会

議で原諜通り可決し，問日，郡長lζ答申した。 10日郡授は内務総長関沢訳太郎にその間報告した。

さらに「迫テ本文関有林之務ハ尚テ御懇示之次節モ有之先以テ管J!Jj之籍出願致探{民得共郡ノ希

トシテハ[~有林野法第十立i条5) ニ依リ ~Iへ識・ヲ願出皮乍l;)f:批;場合其筋ニ於テ鵠・之義樹詮議

不相成様ノ鵠モ{災ノ、 h不得止鵠ニ有之侠得共鮪此辺ニ付テモ紫宮之御意見5~知数度J5) と付け加

えが，その後の経過奇みるとごと地の諮与は許可されていない。

4月29日付で京都府は次のように再び大阪大林広報にj照会した。 r公閥ノ地問ヲ以テ内務省主

管ニ変換致皮;夜見ニ有之侠[地主管轄とニ御決定ノ上玖:間御!和協相成侠ノ¥:.;1実態へ地問組様方上申i:iJ

致ト帯侠J5)

大林思響は 5月9日， 京都府のJt司会 lこ対し「右保安林解除ノ j二ハ *tH~支障11延之投J5) と公問地

にすることに異議ない皆令回答してきた。

京都府では「地目組被ニ付地方税林会1)へ付犠J5)し可決された後. 8 J'll6日付で内務， 農商

務岡大田lζ葉市した。8)

地図秘書幸ノ儀ニ付向
丹後関与謝郡吉津村大学文珠宇沢橋治:

…、悶有林反別九反I"r:iI，氏二十二:;Jj，.'i
一、間十一!む六徹三さ~"
{Jヨ本林ノ、者名ナJレ日本三奴ノータル}務地ニイオ公溺地ノ悶ニ*'11i干へ1・酌之公隠れ、称波紋
おハ年寄年十一月十三日付ヲ以テ大|波大林区毅ヨリ不認手';:1倒木トシテ処分数波J!Aヲ以テ初jレモ草書名ノイ[品所ニ
付地問総務ノ必袈有之侠ノ、マ至急総辞万総求スベキi苛!照会越依然Jレニ各脇被ノ恕113アルヲ以テJ!IIl致_t:):f:日産
史上関有ノ{間来:仔数&滋j込ニ付~iú同事2・ト協議ノ米保安林解除;的自プ1森林会ニ付税倹処可決致侠j沼地図組鈴
約成皮:f;モ公i溺地ニ組撚ノ分ノ、木林ト滋銭利容ノ関係ヲ有スル与謝郡ニ於テ修E担保:際政ヲ主主刻、ン管王国致皮
関部会ノ決議ヲ経テ搬出1削除ニ付j自問潟H部済有符到!万ハヨ2ニ可制IH積比段存H行j倹t誌5)



209 

この梨伴11ζ X'~し， 9)~ 26日付で内務大田官路地部課長大谷哨は大森安m~9;rHl~1こ「橋立ニ胤スル

分ハ名iまトシテ保容相成侠テハ抑制侠鵠J5)と照会してきた。 さらに， もし公闘とするならば次

の 3項目について承知したい留を伝えた。 r公開新設ノ設計並ニ凶部j，r新投資j，r公闘将来ノ

収支見積議j5)

京都府は溜10月 1EI.各Jjl自について涜誌調査するよう与謝郡にj迭する。

11月 4日漉誠服部長は各項到について西沢内務部長iζ報告した。 r公I梁!新設ノ設計」について

はこういうものであった。

一、風致;;j(秘i込及手入松樹ノ線ナル所ハ之ヲ者jj桜iシ総括判、!:El務ニ巡Jレj済ハ下芝ヲ苅探り又適当ノ;場所ニ

ハ桜楓等ノ!闘し致水ヲ織込!羽n寺公衆ノ観うもニ術フ

一、本ノ新設適当ノ場所ヲ選定シテ~:tヲ建設シ儲ヲ設ケ公衆ノ休抱Äニ使ニス
…、倒了ノ n:~機 関了ヲ常授シ常ニ閣内ノ綴除駿ヲi二ノ採l波下芝ノ苅探ヲナサシム

一、殺陣ノ修築 常ニ謎j挙{~llli ヲナシ]JÍj媛ヲ奴キ!日正数ヲ維持スルrja:S)

「公隠|新j没波予算jは687円。 r公!瀦将来ノ収支見積;君主Jについては収入，支出いずれも 350円

としている。

さらに部資項目以外l乙「天崎公闘将来his設上ノ希望Jとして「交通上ノ設備 附通俗機関jそ

れに「文珠新rljfilij 附山林ノ風致保設」について記している。交通の使について官隊・文珠間，

天橋立さらに飽和11社，成棉寺へ怒る巡路の3設備について，また「文球新市fj~ノ計調及111林ノ j瓜致

{保布Jでは「将来天橋ヲ一大公閥トセンニハ光分ナラスl吹ニj付近ノ耕地ヲ宅地ニ編入シ家磁ノ館

第ニ制限ヲ設ケテr!j'ほヲ端正スヘシJ5)と。また山林には!践し致:;fミを植え風致林;乙編入すると。 TI'i街

地を含めた公i識の風致を;念頭においている。 ζれは後の悶立公織の地域l¥iUの考え方l乙通じるもの

でもある。

京都府は12月 31ヨlζ大谷地理部長にあて問送する。

現3811手1月31日付，内務省指令三七京叩節154貯により「公闘開設立立ニ:!'tllI~I 組ー併ノ {tl:問問J5) げ

られた。

これぞ受けて京都府は大!鋭火林ぽ暑とJ主体的な肝街4をはじめる。 2月 9臼.引き渡しの lヨ11寺を

決定したい皆照会している。閥11糾ζ，与謝1ftll乙も詔J[第1413-で前記ニ矯，合計1201]・ 1畝25歩につい

て「布ハ公翻ニ編入橋立公閥ト称ス剖本文ノ j器所ij~~村役場へ述述スヘシj めと溜レている。引き

践しに伴う管組規則等の;捕は残っていたが，ヨ区銀賦郡長から 3月28日付で rj喜々外来之観稼来遊

之期節」となり，また rl授鶴鉄道会社ニ於テモ来四月中刻ヨリ梁王将賃銭割引之~'I'硝有之進BJ5) であ

るので1限りあえず天橋立の摺揃， 手入をしたいと照会してきた。 4丹7日lζ， 内務部-良からは

「おノ、郡斑ヲ以テ l]iニ釘II徐セラル L 縞ナレハ別段諮文書!~之J5) との Illl特:があった。 i技館鉄道は明

治32年 7月15ElIζ福知山までが1，1時過している(詳しくは後述)。このj札 4YJ11日付で大森知事

は内務大問あてに「公開管瑠之件ニ付‘伺Jを議申している。1"本公閑地ハ:予メ前記伺潜ニ概税制:

i母役通・語J郡ニ於テ修E担保在世ヲ負制シ l~ff.!H致!究開麟出!百紋ニ付官官!為致i殻尤IMi iî'Fノ|諜ハネノ

条件ヲ付シ命令可致樹J5)であると向い出ている。 これに対し， 当時公闘の管il時閣であった内務

省衛生局は器開静太郎局長名で「命令スベキ条件為念承知致綬皮Jとj照会し，京都府は 5月 9f3 

lζ返答した。 r命令条件」とは次のようなものである。

…、公隣地ノ維持繁恕規程災イ也絡線別之容ハ~Jアノ総n:rヲ受ケシムルコト
二、公!駒場波間j也ニ従Jレ立木等ノ、敗tNセシメサJレコトfJIシJ'z:;;j(ノ伐採ヲ袈スルトキハ当iJrノ1l'n:TJヲ受ケシ

ムJレコト

三、公IilHニ於ケル諸設備ノ 111・断ハ当Jrノ総司ヲ受ケシムルコト但施設j百ノ設計モ!湾総

EY、公閥i勾ニハ松樹ノ外樹木ノ級事tllヲil'Fサ、 Jレコト
沢、!滋闘ノ i燦土地及:lL;;tミハ下付セザルコト5'
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20El後の 5g29日， 内務省指令;広叩節 66iきによりようやく「橋;立公闘税務i換ニイ寸間出ノド1:問
問J5)けられる。上腐との折衝はーj芯乙の内務省指令によって終了する。

ζの開も大阪大林区響，及び磁接の鍛おである京都小林広報と兵.体的なやりとりが行われてい

る。

4月18El， 1濁有林授受のため，京都小林|ざ務の井上森林主惑が出張，災地に受け践しの手続安

完了し，京都府は大阪大林隊報から天橋立のi議有林を引継いだ。その「領収議」ぞ送付したのが

4 )~ 26 Elであった。また，当時ヲミ橋立国有林内lζは明治32:$8月農商務省令第25母!葱有林野法施

行規則によって貸借梨約が締ばれていた貸地があり .ζ の借地契約も京都府に引き継がれる。魚

干し場.現:Ei?納麟として使われていた土地である。期限満了のものについては契約を更新しない

方針が取られ，J敏次，誕茸小躍も撤去されることになる。

さらに京都府は 6月 10El，郡のほうで「木簡flll管盟方御凝議相JJX;倹様J5)と公i麹管理方法制食

品するよう通逮してきた。 ζれに対して「天橋立公!護規加J(5条)および「天機立:公翻使用樹

脂J (11条)ができるのは明治39:$3月初日，羽11令f;fn， 4母による。3)

さて，明治36年11月初日のよ取後 1 年半余りを袈し.公m~管瑠の件が明治部長f:: 6月13日，京都

府指令鋳2606~.により許可される。あわせて12条からなる「命令替J が与謝郡iζ下付される。そ

の第一条には「丹後関与-諮問iへ悶郡吉搾村大字文珠小字橋立士山内橋立公闘地j文別九反況iI良二十ニ

歩及i司公陣地十一IllJ六畝三三歩ヲ維持管;現スル離ヲ免許スJ5)とある。

6)~ 17臼，梨飯原部長は大森知事あてに鰯殺を13:1す。 r明治三十八年六月十五日御r1"指令錨ニ

六O六サヲ以テ橋立公調官:現之件榔関脇1;f:lJ削除ニ就テハ別紙命令複写相添へ此段御諮候也J5)と。

ょうやく，天i橋立公閣は与謝郡の管理下l乙入る。 7月 7日lこは命令泊:第 5条10)にある「橋立公関

:¥1.水保管j読諮JlJ?挺i卦ずる。 3それには松樹3299:z!五，雑木50*とあり， とくに松については筏級加

に数議をあげている。

溜~， 39:!:j::.与謝郡はさらに小天橋官有地 1町 11疋3ji次6歩の公i弱地縦入毎日論む(図1参照〉。

6H7 日 1~'で与謝郡長田辺信成 (M. 38.7.13就任)1立大森知事に「天橋立公閥区域拡張ノ議ニ

付・上1=I=ljl1l lJ?する。

夫総rr.ハ別紙留孤ノ朱百|ノ Ix域的テ公闘ニ綴i入相1~1隙処以ノ!風致士宮J巡ノ;汁湖上別紙関部1十I~変色ノ分ヲモ総
テ公凶広域ニ縦入、ン網紛紛除答;公i滋問機ニ手入ヲ為スノ必~アリト寄依~I滋編入ノ術l絵議創成侠様…5)

と上申してきた。縮尺20分の 1 の?夫椅立公翻拡阪央制積算~IJ も添えている。閣制には実祝日合

計面積 1万1351:PjZ5合iやその拡狼坪数として5675i:ij17合 5勺C1111J8反 9j畝5~<)となっている。

京都府はこれに対し 6月訪日にTJIH廷にこう照会している。

本長j七臼燦f'fl発第六三三門・ヲ以テ夫総立;公健司LZ:域拡張ノ務上市相11立候処調査上必要千ぜ之{侠11日:i:i:tli:l/
拠出相成皮且本拡目隠滅lニ於ケル;没TlIiハ何年度ヨリ災施可制成絞殺…町

と。 r1E間ノ閣議j とは「拡阪地ノ災関fl~~手:関J. rrロH温度別lìflð~長j. r拡蝦上申ニ係lレ ~ll)会決議脅j.

「拡隣地ニ於ケル設計調:及設計鴎j. r一新設柑l~空調書j. r維持保寄費負担ノ活法めである。

しかし， ζれに対する・謝UI¥からの1m容はj隠れる O 京都府は 9月 7自にtll¥長あてに瞥{足&して

いる。 18臼ようやく倒沼郡長はJHi会に諮問する。 r天橋立公閥ノ設備漸次成Jレニ従ヒJt接続地ノ

滞路ハ既設公儲ノ風致トfEI容レサルニヨゴルカ故ニ予メ之ヲ公閥i笈i域ニ議ill入シ……j5) というJillFI!
で，ぽ有地反別 111l]'1 反 3 畝 6 歩12) 会公翻区域!こ編入する II~舗を府lこ提出する開:留守 1t11会 iζ求め

た。溜191ヨ，部会は賛成の答申告‘lJ?Jnl:民に提出した。

与謝郡は上記J{;fから袈摘されている公開拡強についての「関投・」喜子淵製する段階で，公閥~Jtの

補助径約:1ζ14ヰし出る。 9 月四日，閉辺部長は大森知事 i乙「公開費時~'lt補助ノ議ニ付 I:f:! ~l~j 5) を挺
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出する。それには「楽ル四十年ニ於テ幾太子殿下行務ノ徹J;模様jであり京総公翻強僻を援すると

し， r天1器立公11m設備資概算J， 1万495円8臨の半額5247円50銭 4L阜の補助を求めた。与謝郡で

はこの機会iζ天橋立の2装備を企てたわけである。 r賞-容認~l休憩所J. r傘松御休j'l1.~WiJ， r紀;念樹
地1r~J 等，議太子行啓[苅保のものが投融資概詳の 3 割余りも長める。

:怨りの半額は明治40年度の郡の歳出予算臨時1~i)にあげている。その予算製求訴には， もちろん

皐太子の行常について触れているが，また外人容ぞ合めた観光容の増加についても?言及している。

さらに10月4日には概算にある各額鴎ごとに「天橋立公開設備設計諜j も作成し，向日，京都府

へ6月四日照会の「天橋立公闘拡蝦ニ関スノレ潜類Jとして送付した。維持管閣については「公劉

ヨリ生スル維収入ヲ以テ之ニ充ツノレ外ノ、郡斑ニ依ル務ニ有之P とある。 この与謝郡の報告に対

して京都府は10月四日，公i認地全体ではなく公闘拡蝦地の「設計禄及設計悩1.新設備質調J乱維

持保寄紫負=1ftノ方法 について承知したいのであって，続投の公閥の設備と混隠しでは内務省

に議l科する上で悲し文えがあると照会してきた。また付け加えて拡張関税について官有地調替の

1IIJJ11文3畝 6歩か，実測積算閣の1IIIJ8 )疋 9畝5歩のどちらが正しいのか，それに設備災施の

生存度は何時かとr:1~ し越してきた。これに対して間辺与謝郡伎は京都府箆…部長中山日代J践にあて

再度「天橋立公閤区域拡強ニ倒スノレ設計議決設計図，新設備問調議:，維持保事政負担ノ方法J5)の

ie送付した。「新設備殺謝讃J1日立役説fi究として 20711司7躍が針よされている。内訳は閣内

道路践が1200悶，民脊i治関耳究費が 300内，植栽斑 200円，ことも奇の架投資として221円 7Jlsそれに館

内の手入問として 150円があげられている。 r維持保裕資負担ノ方法Jは「公闘ヨリ住スル雑収

入ヲ以テ之ニ光ツノレノ外ハ郡斑ヲ以テ之ヲ魚組シ郡ニ於テ之ヲ f@;現スJレノ見込ナリ J5)とある。

また， 拡張問樹については央測儲&正しいものとし13に 設備は 40年度より実施する予定である

とII!I容している。これに対して，溜l1J~ 2日府は次の聯;割についてさらに詳しい報告をするよう

与謝郡に照会してきた。

一、土橋磁筒所ハ如何ナル鳩巡ナルヤ線分13.本橋ハ船ノ f~1主l ニ i並行シ得ヘキモノニアラサレハ波文紋付設
n.卜被及tÎl~巡i滋 C7l<ffiî以上橋ノ高サ記入ヲ~ス)提出ノコト

…、裁i憾ノ樹木級類数

一、関l以民有地ハ殺到すまJi=/~総偽ノケ所全部ナルヤは本地ハ凶へ寄付シ合地ノ秘ナルヤ又ノ、小部分ナルモ民
有公閤トスノレ獄ナJレヤ
{氏本文民収地ノ管策部i説明議拠出ノコト日(関 i の烈色'Í~)が民:ぬ‘:l:tllである。)

てL

凶l 天橋玉Z公i刻(部分)(JJI(閣は文献 5) の I~f図〕
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続けて拡張地には「地盤欠壊ノ部分数ケ所有之おハ如伺様ニ修築i:lJ相成侠鵠…f勾;ヶ所ニ対ス Jレ

設計議事及縦横断illîf頚提出相成度J5) と!\~会している。

先述のととく与謝郡は天橋立公臨裁について補助喜子顕い出ていたが，ょうやく府から11月 513， 

'~結で追加予算として 1500内を見込んでいることをう~l らせてきた。同日付で与謝ltllは天橋立公!鶏

投揃貨の内訳を京都府に報告している。当初173円余の掛算削品していたが今闘の「天橋立公関

内設備費ノ概算」では4500刊に縮小されている。郡負強は3000円ということになる。

11月四日になり与謝郡は 2日付の府のj照会に対し， こと橋については「土橋架設工事設計議J.
「土橋構造関J1引を添付し， r栽櫛ノ樹木ハ松ニシテ;樹数約千広吉本ノ見込」めであると述べてい

る。また民有地については「関収民有地ハ設計院中緑色ノケ所全部ニ有之jほ公儲ト為セ‘ン以上ハ

l麹へ窃付ノ替ニ有之候J5) と。また地盤欠壊地については殺;降修築工事と;組立工事が必要である

が， i鎚搾こど.惑は府の都議;乙!渇するものであり 1芸能君11では単に樹立工事のみ針随iするつもりであ

るとlfll轄している。小ヲミ橋にある民有地については「天橋立公闘拡張ニ付民有地提収ニ袈スルー

矯限翻讃U5) が添付されている。官時村大学文総小学7J<河内の民有地は34鍛.所有者は 3~で反

別合計は 11支6畝 9歩，地問は「荒悶jとなっている。地舶の見積りはわずか21P390践であった。

斑I[又認については 300円という予算が忠良まれていたが， このi時点で、は悶収されなかったようであ

る。詳細な経過は不明であるが，大正j切に入り京都府が宮津税務報・にこの土地について土地台帳

との!被合を依頼したことがあり，その勝本をみると大正 7年 8)=] 2713付で間有地所有者は内務省

となっている。 15) (~11 参撚)

J二述の京都府との折衝の後， ょうやく明治 40年 2月4沼に京都府指令第 849号により府から

1500円の補助の通迷があった。与謝郡は同月12日に設備総額4500円!乙対する設計課，仕様脅及び

i鎖国絡を提出した。総額は変らないがその内訳ぞみると皇太子の行穏に関連する設備紫が増加し

ている。たとえば記念植樹のための「紀念樹地形J授は100円から250円余りとなっている。また，

当初掛橋に 800 円を予定していたが鰐鶴鎮守}自に対し議太子行啓中一時，浮桟舗の{皆用を~~し入

れ.その予算を100円と節約している。

補助金交付の決定後，京都府は 4月初日にさきほど述べた小天横内にある民有地について，そ

の買収が拡強許可の一条件であることを示通迷し， さらに「本閥ノ改良器々進歩スルニ従ヒ土地ノ

舗格ヲ:!1'f.)J議セシムルコトハ免カルヘカラサJレ次第ニ倣時迅速抑取扱UJ然トミ学技」りと住主主を促し

ている。また r公闘地改良ニ付テハネ:文拡誠地ノミニjとマラス将来文球附近一幣ノ jえ有地ハi溜

内へ(;)f:有セサ Jレヘカラサルモノト:J'EI見込絞…J5)と}議開の民有地の路上についても触れている。

さらに，京都府は公腕付近に「泊:u翠ナルi南楼等」が建設され，公闘の風致が銅なわれる ζ と告危

'r~ している i安倍える。

近来文務長関滋寺ノ IJJ f1~ニ僚接‘ン組;滋ナ Jレ商j隣考察ヲ新築i私:クハ:tm~経セルモノ統々有之為・ハ{可レモ百道路ノ渡部
ニ佼シ管トニ天然ノ J!Ia滋i挑援ヲ感セJレノミナラスf拐事日火防上ニ於テ絞'e危険ト相認候……5)

さて， ζ ういう経緯の後ょうやく小天橋の 1-1自有海路地壱1I1J壱皮参畝六歩jの公i弱地編入が明

治40年 4月23日，京都府指令部2355-1ラにより許可される。さら !ζ京都府は「命令?控J(10条) ，乙

対する約滋月号提出するよう与謝郡l乙迷した。与謝郡は府指令の 4日後の 4)=] 27 日 l乙梢帯 '5? h森9~J

あてに提出し，公開拡狼地の管理が許可されたことになる。

公i頚拡張の許可条件であった民有地の民i況は215行されなかったが，-Jìt;. 与謝郡はIYJ~合36i("-の

阪にあるように「郡ノ繁栄場進ノ資JとしてTI抗議天栂立公闘をその智朗1ずに開いたわけである。

しかし. 1tI1授に依存する維持管現政は ~1!11りjの予翻よりはろかにj二関り部財政'5?EEili しはじめる O

大lE 1羽 lこ入り TJJ.ぴ府~JJ.の補助を求めることになる o
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火lE3年 1月の通常務1会で京都踏に「天橋立公悶j仔費支弁ニ関ス Jレ窓見J16)の提出が決議され

た。 ζれがただちに拠出されたのかどうかは不明である。しかし 2年後の大正 5年 1月の郡会

で「ヲミ時立公関誌f~J移管ニ関スノレ;蕊見」の府提出が決議され，大正 3 1:手のものを含めた認見番と

して，大正 5年 2月 713.与，謝おs会議長然自乎:兵衛から大森知事に「天ノ橋立公隣府提支弁編入

ニ関ス がJニ r-l~さ~1，t，こ。

総フニ斯積ノJ]5Hむニシテ!的議主主ノ経営ニ%lクモノ他ニ:Jj;類例乏シカラス|閣下希クハ将来之ヲ府ノ鮮政ニ移
シ天下ノ名勝i忠告トシテ適当ナノレ設備ヲ加ヘラレンコトヲ恕蹴シテ氏マサル所ナリ75一之レヲ府ノ管JlJlニ
移スコト地誌与於テ不可飽トスレパ之レカ管泌!綴営ヲシテ全力ラシムベク絡ま手相当ノ補助金ヲ下附セラレ
ンコトヲ・・・5)

与謝郡で今まで維持管理してきたが，郡の資力では限界がある，できるならば府管理の公簡に

するか，経常的に補助金の下fせをしてもらえないかと諮ってきたわけである。 ζれに対して京都

府は 5ヶ月余経過した 7}~25 日，与謝郡に「天橋公開ノ {LþJ について参考にしたいと，次の演悶

について綿査するよう!照会してきた。

一、 WE往11.ヶ年'1潟ノ米機公i緩総持資!臨時波及歳入ヲ各科関別ニ承知数皮
一、!幻年度ニ於す瞬間公倒ニ関シ特ニ施設ヲ袈ス Jレ i、総メラレタルliJ1~終アラハ其ïWI羽及概算等2探知数l皮剖

4 EI後の 7月29i:l.時間設久郡長は府の期間内務部長あてに上記現閤について報告した。 r既
住五ヶ年間ノ天橋公i灘維持費i臨時提J(M. 44"'-''1'， 4)については，明治44年から大lE3年まで

が決算額(薮 1参照)， 大I五4年j立は予算額で記されている。大正 4年度の予算合計は686円64

銭となっている(表 1の決算では減額になっている)。公開識入については表 2がその提出窓れ

たものである。 ζれを見ると公悶使用料はごくわずかであり，また柏j民木の売り払いについても

矧は少ないことがわかる。この去には rlllr村分賦額」があげられているが， ζ れが直接公闘~~Iζ

当てられているわけではない。おそらく地元の法しい財政暗部を理解してもらうために掲載した

のではないかと思われる。館 2事{の明年j支lζ予定している聯議については謎揮の「修鈍並松樹保

能」として15261司20銭， それに官3組提として375円， 合計'1901円20銭を鵠沼部ヲミ摘立公間質とし

て告i二ヒしている。

また，表 1及び表 2にある「公閥維持基金J，r公関越金jというのは明治40主[::5月13日，

子が天橋立に行啓した!探. 100円を地元lζ下賜したことにはじまる。郡はこの下賜金を天橋立公

閥維持法金とすることを!即時1部会で可決し. 10月26131ζ殺s岱・示館40号として 3条からなる「ヲミ橋

立公倒維持基金樹立j見艇Jをi設けた。

さらに43主1::7 }~16 E1.韓関息太子の行機の際の下賜金. 100円，また大lE5年 7月 513. 皇太

子裕仁親王の行啓により下賜された100円も公閣議金に組み入れた。合計300円の下賜金は~3 条

の「規積り により公般購入に充てられた。17)

1 さで，天舗立公!鶏の}長f費支弁及び府への管盟換について京都府は「経常部天橋立公翻~J の予

算袈求が府会で可決されれば，与謝郡の管理から京都府の管閣に移管すべく大正 5 年 9)~6 E1に

はi担架していた。おしかし， 以後の経過を見ると管理設用府支弁は否決され，天機立公閣の府移

開j越は…i時i闘臨した。

公閣の移管という与謝郡の希盟はかなえられなかったが，公踏の維持管盟費については府の補

助役受ける。

大民 6年 4J~ になり与謝郡は「天橋立公館松調査審J18】を作成する。保i謎ずべき松120本につい

て1本づっ詳細な保護の仕方が記されている。たとえば備考繍に「根本ニ山土管部俊土スルヲ袈
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表 1 '7之総JL公l鮒保持管磁波(決算)

年度 経公開校常Jlli部政
阪;i If;主部 行啓記念!f1C 公利閥子維他持i浪i1ili金人 ltコ'>.. ~r 

M. 38 100.575 一 一 100.575 

39 383.242 1，303.163 一 1，686.405 

40 172.960 3，717.062 一 106.040 3，996.062 

41 281.723 493.825 26.940 802.488 

42 239.265 200.000 148.390 26.730 614.385 

43 439.430 99.320 149.317 131.800 819.867 

44 496.816 138.860 I 54.550 690.226 

T. 1 304.455 149.383 61.825 515.663 

2 188.065 1，007.040 96.649 28.300 1，320.054 

3 400.385 23.500 55.755 479.640 

4 269.930 46.830 28.240 440.000 

5 794.855 59.830 153.340 1，008.025 

6 322.900 110.760 153.270 586.930 

7 766.820 200.000 149.480 244.820 1，361.120 

8 1，100.910 181.290 82.100 1，365.300 

lji{iL : p3 cwxた都府与謝泌総J下宅金より作成)

淡2 天橋立公磁繊入5)

年 度|公拠金j収入 i使 m料!将棋水路払代!町村分問

M.4汀一時五子 9.4正o 30.800γ… 636.576… 

T. 1 16.360 9.400 36.065 453.838 

2 I 21.000 9.400 I 0 1，289.654 
3 I 20.150 9.400 I 26.205 423.885 

4 I 21.0∞ 9.400 f 0 656.240 

滋佼:Iな

スj，r檎桁シタル処ニセメントヲ入Jレj18)等の住溜帯きがな怠れている。この経費の合計は674P~

89銭 5illIである。さらに r天機公開松保護手入ニ関スノレコトJとして公閣内にある松保護策が

詳細に;むされている。 r関内ニア Jレ雑木ヲ全部伐採スノレコト」あるいは「補擁ニi祭シテハ泌松ノ

数ヲ多クスルコト」など述べられている。 18)r天橋公闘松補檎綿主主」では萌木数1780本，その樹

木代とその他樹栽紫合計722円39銭 5IT立ぞ計としている o また.r参考jとして小天橋の南端にあ

る民有地 2鍛についても報告している。ともに邸主H立川llJで合計 3)文2畝26歩で，そのJ制IlIiは

22内76鍛である。 さらに「天橋公闘内地均工事制議:j も{ノFj~ し， その経費714円45銭奇計上して

いる 0・ζれらの実施について大正 6:tr:: 6月23日付で府の内務部長から r;鴇:立保勝法Jとして全般

にわたってよたのような具体的な質問司王立iをめげ，継続事業として年次別に設計及び経質の兇，{武り

る提出するように照会してきた。

rcー)天橋保j路 一，松ノ1持政{ナノレj也庇ニ布Ii梢ノ製ァワヤ ニ， 地i萌ニ地1~.話其{也整担!ノ J話ア

リヤ 三謎伴工溺ノ袈アリトセハ其方法 問，其他袈否 以上}済援ケ所ノ;没誇l'及紫綬!J)1予算j，

rcニ)小沢椀 ー，松ノ補植ニ，地問ノ盤J;!jj 三三鑓熔 1m，天栂トノ述絡11.，文珠トノ

穴，其{出 以上袈沼如何又其所要ケ処ノ設計及続殺予算j， r(三三)天橋以北ヲ公繍ニ入Jレ

、トセパ …，海洋道路ノ沿搾沿道ニ対スル手入ニ，郡神社々硝及境内前面ニ対ス Jレ手入 三，
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命松及其J1足路ニ対スル手入以上ニ対シ前Il'ij態U IC間)文珠一.寺ノ山I"~在日 l市近ニ，寺ノ

境内ニ対シ ヨ，鳴り後方渡船場l柑近ニ対シ 以j二ニ対シ前悶務frJ1S
)

これらの質問明白に対して与謝郡はその方針について詳細!な間容をしている。 I天織保勝」の

!則容を掲げておく o

…，イ，術援iノ嬰アリ混棋大天橋ニ於テmEJIキ得ル松務数百七十七本(間尺以上十五尺以下)アJレヲ以テ

之ヲ全部大天橋ニ布羽根iス ロ，波船場附近ノ;締結

二二，終恕及筑!Jli在ヲナスノ袈アリ;¥'l;;l:l品感ヲ袈スヘキモノ九ケ所土坪約八百即ナル'E-;U;r-f:t二百三+-坪ノ、地下
水潟ク(波船場|総近)!綴土ヲナスニ妥，~ラサレハ補綴ヲ為スヲ得ス又約間十j司Zノ、松樹ノ般都銀l:llセルモノ
磁シク傑波ノ悶n甘ヲ以テId発ニヒヲナスノ必袈ヲ問、ム 殺現トシテハ松以外ノ雑木({益山桃ハ除ク)及松ノ

成育j芯込ナキ繊弱ナJレモノヲ伐採シ下樹下lj[ヲ苅!徐ス)v1j4

三三，天橋ノ中央部(1設'E-rlJ狭キ所〉ハ11寺ニ潮流ノ為メゴニT&ヲ取リゴミラ Jレ、コトアJレモ幾ナラスシテl当然ニ

後!日スルモノ、虫11シ務シコレニ対シテ談熔工事ヲ施サントセハ石底トナシ土砂ヲ以テi絞ヒ風致ヲ狽セサ
Jレ様仕上ゲヲナスヲ適当トス

i狙，保税ノタメ定P;f!人夫ヲi役際スJレコト 松樹保税ノ文総ハ必製ニエヨリ;史新鳩殺ヲナスコト 18)

また，表 3 がその主I~次別工等1:t!(調設である。 37546611司55銭 9越の年次別殺額は大正 5年

度， 5341司76鍛 2臨 7年度 1万2792円13鍛 8年度 1万3718円 9年度， 76161司郎総71思

となっている。

表3 5疋織J1.公制限j路計悶i年次加工事党総議;開

施行 ノ積獄 |年次別|鰍山 i備 考

・大天綴 ・ i'Í~;鎚保絞c5定住，セメント結，鉄線滋) 大IE6年度 502.812

-松樹総総 f/ 31. 950 

・波船場|対近松樹術総 什沌 7伴JJt I 29.480 

・J:tIJ感 f/ I 2，282.650 
・3寝殿 f/ 110.000 

・秘書l1 ・淀鮒人夫 f/ 360.000 

・小沢橋 ・松樹補柏 f/ 18.000 

• J治均 けf!J1:!:;JJtョワ(米犯人〉

・5記Hi路 什湾 7'年度 I9，992.000 I・ニケ所

・大天橋以北ヲ・天橋以北巡E各省側ノ悶i波及植樹波 川河8年度 I 6，957.000 
公闘ニ入ノレ、・能付ri上々顕泊施役 什筒10年皮 I• I~ 下淵資r-11 ニ付

トセハ ・~~松ニ巡スル新話芸道設 け河 9&1:;皮 I 5，100.000 I金額針上セス

・3え味 ・山門前人家紋払 川河8年皮 I6，486.000 

・山門前7.l<路拐事器及架橋 川河9年度 I2，516.667 
・ミテノ後方渡船場|約近ノ施設 川河8年度 275.000 

総綴 I 34，661.559 

( )内はま殺者注

初年度の大正 6却に「天橋立公原l松樹保被及松樹移楠こにIIj!lJ絞として「翻諮:Jどおり府は 534

1司任者n助しているが， 7 :'t'FI廷には，ょうやく 11月27日になり Iヲミ橋立公髄保!路事業ノ {tドハ松樹

セメント綿及文枝主IH容並建設工事(針金五拾八|弓弐拾四鍛)ニ|浪り施行可相成侠条…J1S) という

通燃が時の内務部川〉ら般本与謝郡長 lζj照会された。 また， 大正 7年lζ関l院した小天橋の民有地

(凶 1参照)について1ftlの嬰設である「風致樹繍殺之件JI乙対する陣容があったのが，大 8年

1 )'，125日のことである。府からは「五十円以内ノ予算jで計臨するようにとの ζ とであった。 8

年度に入り郡は保勝貨のH子費支出補助を取し出るが，それに対して 7月5El fすで「小天織内松樹

移植工期並小天橋内松沼椴込工事費jとして府は「金弐百円ヲ支出シ工務ヲ究部ニ議前Jずる ζ
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とぞ伝えている。府践の補助額からみても「天橋保勝法jの実行は筑波的に不可能となり l瞭燦ず

る。内:ぴ天締法;の保j路問題が持ち上がってくるのは「史蹟名勝天然記念物保帝政」による名勝指

定がその製機となる。

史蹴名勝天然記念物係者子法が公布されたのは大正 8年 4月初日であるが， これにさきだら内務

省では次官名で令部道府践に「名勝， 史蹴及天然記念物ノ調査ニ関スノレ{el:J1Dlの照会在している。

京都府には大 3年 9月初日付で照会があり，与謝郡にも述絡があった。しかし，天楠立につい

て詳細な調査が行われるのは保準法発布後の大正10年4月になってからである。 r天橋立公関締

濯f.ノ為メ内務l潟矢野1ft!:並京都府腿浜谷1'1ョ太郎J5)が出張する。内務省の矢野艇は府中村ならびに

成樹守=から寄付を受けて大正 8{f. 4月に設問された傘松公|識についての地臨調査もするように袈

オどしている。

さて (j月17日l乙湿り新ためで捌切内務大国官房地現課長名で潟淵京都府知事にあて天椅Ji.公

闘を名勝摺:屯の予定である間，次のように照会してきた。抑

天ノ橋立公閥均j路トシテ災蹴名!汲沢fA14年物傑捺法第)条ニ削指定スヘキ!f.!，iムニイ災処鈎i滋酬は滋友

記事項トモ併テ議急御1m報ヲ煩シ絞

部

一，公隠i也ノ泌総，v的.税詳細
一，$松ト称ス Jレ股~:Wlノ対h繍，市f.tli!f紛i
一，以J二土地ノj1:js民有ニアラサル部分ノ、所有名・ノ住所氏名

一，公闘地及滋認地ノ管沼!老若紫シ別ニ占有者アラパi民;ノ住所氏名

一，公閥的腿ノ慾物其ノ他ノ工作物
一，智恩寺境内ノ地総，面積， ffli言者，管111!者ノ潟，.総i
-，公闘地，波E辺地，総Ul;!I.王寺境内ノ

乙れは 6月24日lζ内務者1¥から与謝郡に照会される。これに対し与・謝郡長山本三三省は内務部長雨

橋守雄氏「天橋立公臨地ニ関ス Jレ件」として 8月 1日付でi回答している。

天橋立公i澗泌ニ関スJレ調設

一，公閥均ノ:wl綴 与謝郡E智津村伊文章長小学橋立国有林

一，閥J二詰議天橋十一町六畝三歩，小夫総二部J八鍬ニート八沙

一，傘松波沼地ノ;泌総 !夜中村大ヲヨ中野小字凶ノ坊，大学大i殴小学湖沼大字rl~!l!f，火i援(rI!.ft.難波野入会小
字梅ヶ谷

一，関上1爵桜一反八1玖歩

…，以上ノ土地ノ所有者 悶有地ヲ除ク外ハ与謝郡

一，以上ノ土地管取者与謝郡炎
一，同上iドド占有者ノ住所氏名

天橋ニ在Jレモノ

苦手lì村文~
王宮津村文芸!と

王宮路村文珠

松波11::::.虫g 宛J;tjfH
後藤淑遊 先j即日
ヌ:~波Jðf:l組合代袋

小天繍ニ被:Jレモノ
官ま津町~，'\IllJ 徳jよl依兵衛

官隊村文珠 石間金五!i
宙線村文珠 幾世鋭l七

殺松i渓恕地

旅館股

旅館泊

旅館舟

府中村学成*目守 小余勢5fl ~む!おJね
ー，公閥i制服建物工作物(略)

山口政j総(!皮船者林慾所;&~話路JfD

一，公閣内神社 磯総水事11ネ:J: 境内地域ヂ11.Y百六十七坪 '~有地第…郡5)

さらに「智恩寺境内ニ関スル訪日議Jには「…，按l恩寺境内地縮 与謝郡吉神村文務!と …，岡部:&~

ニIIIJ八畝十四歩 (6254坪)ー，所有者管部者 有地ニシテ管]謀者?到底寺住職 一，境内閣
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加紙J5)とある。

調蕊項lヨにはなかったが勾J紺郡はとくに「天橋展望地鰐隙ニ関スル部を追加して報告して

いる。 r…， 1提議地ノ;地織 勺話J郡泊施村学i弓木小学坂尻一， 1諸問総合幌高五十八:1"12 突浪IJ

百']五十時 一.悶所有者管現者 !妙見2i!:ノ所有ニシテ稿者講1:いヨリ五名ノ総代ヲ選出斡磁ス

建造物妙見張宇鰭位。j:稿!ここー， I瞬間別紙J5)
与謝郡の報告を受けて，京都府は11月41ヨに内務大i五1雪崩地調謀議lζ問答する。

史般名!路天然記念物保存法により公闘地守合めた天概立が「名勝Jiζ指定されるのは大刀::111ド

3 月 8 日，内務省告示館49-1~・による。21)22) その地域は吉津村文珠の天橋立公翻i払 3万94511辛口s

rnJ 1皮 5畝 1歩)，公係!地内にある1識階水神社境内， 1467坪 (4皮 8畝27歩)，明感寺:l1s内の6271

坪(211汀9ji政1歩)，ぞれに府中j寸の成制向上部の111林， 4 ~程合昔 i‘ 1 皮 8 j玖歩の地域である。21)22)

保不法第 5条には「史蹟名勝ノ保線ニ関スル賀用ハ管理者ノ斑接ニ管ilcJIスJレ公共間体ノ負損ト

ス 関節補助ハi前項ノ設用ニ対シ其ノ一部ヲ補助スルコトヲ得Jとあり，名勝維持のための補助

金について記おれてはいるが積榔的に行なうというものではない。名勝lζ指定されたからといっ

て，ただちに名勝保稼貨が支給されるわけではなかった。

与謝郡にとって天橋立の風致維持問題は到の解決策ぞ必要とした。

大正10'句:4 月 11 日，法体節63~・「郡斜路11: (ζ関する法律」の公布により郡i間際1J二の決定をみた。

これは政友会原内部の党勢拡張政策の一環でもあったが，地方行政の依i紫イちにより.従来の町村

自治組織会充分に発迷させること毎回的としたものであった。この法部の11甘別により 12&戸3月の

勅令鰐44号をもって，凶作4月 1EI からお11が緒1とされる。那11iU瀦11:1ζ1~!': う郡有問践処分が各府県

で、行なわれる。

京都府下の各部でも J制iU廃止前の大IT::11:1ドには ~~I有財産の移管及び処分がすでに始められてい

る。

与謝郡天橋立公闘の府移管問題についても. iJJ本志省郡長から 2月28臼の部会におs第 7号犠裁

として提出される。

天橋rr.公閥ヲ本府ニ於テ総持1Iffl!1lセラ Jレ、場合ニハ同公闘士tIJヲ返滋シ之ニ腐スルー切ノ不動E変動政権利義
務天橋立公倒維持法金及大jF.十…年度所嬰綴iJIJ.ヲ京都府ニ号事附スルモノトス23)

郡会lま3月3臼lζζれを可決する。議梁の「溺臨調UI乙も「今回郡制路止ノ準備 i、シテヲミ縮立

公闘ヲ京都府ニ於テ維持管llH万出翻セノレニ就テハ…J22l とあるように，郡にとって手に余る公闘

の維持管閣を府に侵せたい意向であった。

山本部長は 3月 9Iヨ，若林資蹴知事にffJji会決議番を添えて天繍立公閣の「持11甘願J5l 制定出ず

る。また， ζの「幸容j前願jには「天橋立保j陵会J~役立し，寄付した公摺維持基金を交付・しても
らいたい皆，投き添えている。維持法金の内訳は有価証券，額商 300円，妥11授貯金 1068内部銭で

ある。-r期間服J (こは「天府立保勝会成立経過 6ケ条からなる「天橋立保勝会会期J5) ぞ

れに「天橋立保勝会議余造成計開設U5
lを添付している。 f経過説:Jによれば11年 2月24131乙創立

総会や開き会長与謝郡銭， 別会長潟湖町長の役i識を決めたとある O また， ri送金造成音¥-国i窃:J
lこはさきほど述べた維持議金に加え，大_u:10年度帯磁予算， 2921弓， それに天機立{初勝会礎的金

としてをきIHJ村から鶴出する艇を， 8315河計上している。総計9975内を保勝会の説本財肢とすると

ある。究機立に関係する宮部11fT.宮津村，岩路村，府中村の搬出金は 1芦あたり 1内20銭.その

他のrnnれま60鍛となっている。しかし，公闘基金は保!出会lζ交付されなかった。

大足12年 8月 6日lζ再度，保!踏会長である郡長から「夫i橋立保j機会議金交付申諮議Jが府lζ擬
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出されたが，交付される ζ とはなかった。その後，保!協会は独自で笥:付金，鴎金吾財源l乙大王12

長1~12月 22日法人の許可を符，強13主ß1 月 22町街路Ix鵠判所 l乙法人殻記をしている。24)

怠て，ヲミ橋立公閑地内にあるお15有不lfl}jA移管の内訳であるが，土地については傘松の 1反 8畝

歩の郡有地(小天橋， 大ヲミ橋の公腐地は悶有地である)， 建物噂については公問地内にあるもの

すべてが移管の対談となった。その後，不動藤のfl討取調べがなされ，大正11年12月2713付で与謝

郡あてに「公陸|管l.m換核不動態勤続穣受ノ {Lj:J5)1乙対して「大正十…年三三月九日庶矧筋立問ニサ願

天締立公閤管理返巡並動産不動産公閥維持法金号釈明ノ {tj:大正十ニ年一月一臼ヲ以テ承認スJ5)と

鰐令された。大.iE12主s1月初日付の京都府告示館37-1'きにより.胤il.l公閣とともに府立公璃となる。

公闘維持法金の保j踏会謀本財牒への交付という目論見は不許可となったが，また一方で与・謝君11

は府lζ移管されるべきおWfj~立金をヲミ橋立架橋践に組み入れることを全てる。

天橋立に製織するという計棋は前述の「天橋保JJ~J法J にもあったが，大正 9主sl月の郡会で

「天橋立製橋資金設i設蚊ニ管親規統制定ノ {tj:J25)が提出され， 10年度及び11年度にそれぞれ一橋

を予算 6万円で架設することを議決している。 10伴i交に!好から850WJの補助と郡波 1万円を投じ

大夫橋と小天橋勝l乙部設し，竣工したのは11年 3月であった。耳目}

二つ自の架橋， r小天儲Jについては，大正11年 7月10日の臨時郡会でのおr5第141手議議および

16ry・犠訴さが関連する。郡長より提出されいずれも向日可決される。ちなみに14号・議集というのは

「与謝郡樹立金設i倒的雪国規程ニ{ルレ積立金ft~a現在額及今後政スル利子共大.iE+一年度小天橋

新架設毅ノ財源ニ繰入使用スルモノトスJ23)というもので， その税=¥J:lIlの親指i悔は 24061司であ

っ7こ。

与謝郡は盟問 7月11日，府lζ 「郡積立金処分ノ件議鵠J冶提1:1:¥する。その理的観:には「樹立

金ノ会部ヲ繰入レ掠備費ノ i討蹴ニ光泊J23) したいと述べている。また，乙の {Lj:については~ff)jjiU路

i上:1ζ伴うm有財産問腐処分についての議見内市の|鰐にもーと申していたこともき添えている。

定では経費 2万 8066内を裂し.府からの補助金 30001な，架府資金繰入 1万900円，lIiI:年度繰越金

760pj，予鋪挺 5001巧を充当し，不足分の 175500円はl町村分賦に侠つとしている。 8月17悶にい

たり府は君15樹立金 2406円ぞ小天橋新製裁に繰り入れる ζ とを許可する。理的視:にある架橋資金

175900円についてこれも小天縮架設設に繰り入れることが郡部16ry‘議擦として14母議案と間目

提出され 7月10日に可決されている。部長は 8月211ヨ府に rWIf).'{:1I:金処分ニ倒スル{!1:J23)とし

て誕繍し，現 9月26日付で許可された。与謝郡の積立工金が府に移管される前に天橋立の終備に使

われたわけである。府銀の布IlUfJ金 3000 円と郡~2 万 3000 円ぞ投じ 11年 9 )=J iζ務手， 12年 3月l乙

竣工した。ちなみにとの小天橋は当時京都市大助教綬近藤泰夫の設計lζ1なる間旋式縦攻殊法の木

橋である。27)

天橋立公i調は~ffl腐j とTrIrIζ--J;む名勝地として主たる線部jがなされたことになる。

しかし，まだ北部地域には明治38年，公l認が設i設されたがために生じた村界問題が掛されてい

た。すでに述べたように，天橋立は吉津村字文珠樹思寺の飛地境内であったところ，その元;境内

の密林が公問地となったものである。この!得点、で公!菊地の北側lζ古津村[こ調ずる民有地が公錨地

を挟んでー者11取り残注れ.府中村lζ接するかたちになっていた。

当時の情況を新聞はこう伝えている。

与謝おfl言f~ll村は其:i'tll滅令 j商務flR守中村まtl!械に入。込まして泌総はE持11村でありヤ行政権は府中村が掌綴して
ゐると云ふ複雑と不可解な事災が何時のl時代よちか継続されて今日に}えんでゐるが比の線維な地幣は天の
総立公闘より傘松公闘にi還するH民1役者1I守ありi況に数十戸の人家が建設営られて令りごと:itl!1:r;箆it立主主将I村所有
者'1r.納入してゐるが戸数滋j久:の他の緒税の附下徴収及治政，行政は府中村役場の指何~!Kf 1'努&受けてゐる訳
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である般にl比の開設津村，対!夜中村の関可成永い11宗燃が紛糾近日寺かl;j~あれば問題ぞ;滋起して物去ひの磁と
なるかの:w1き形勢が窺はれて守ったのである…28)

この解決策として山本~HS.. 設29)の仲介により 13年 5月，宮津村， 府中村inu*寸の協議により「村

界ヲ終翌日シ府中村ニ移スベキ地域ヲ闘技シテ公闘ニ編入シ其土地Jl詩人費等一切ノ紫j羽ヲ府ニ寄付

スルコトJおとなった。 5月161:1付でがrF!=l村長宮崎佐平治から京都府知事池松Ii寺和にあて「制約

願J5) がfおされた。府中村では 8g22臼， 4296内の寄付額を決離している。府では 9月訪日「天

櫛立公闘拡蝦校側約ノ{~:J5)として取認する。また ζの!?日， 府中村は公闘内l乙{木製所の設校舎1'1で!

し出ている。 6月 5日，常的村長は池松知事に休強所の「持li何日現jを日:iす。

有ハ'}ミ椛If.公闘内一般遊虫記者休誌虫剤トシテ懲役スル間的ニ認リ寄附スルモノナザ al来夫総If.ノ、南部ニノ、夫
設々備アルモ北部ニハ何等ノ役術無之一般滋覧者ニ不便ナワト綴シヂ¥fII台数皮{限条…日

この{LI:，ま7月14日に承認されるが，文中にもあるように天{積立南部の娠いに対し北部の出il霊れ

を少しでも挽i測しようとするものである。ただ建j5jZ6 15Jl. iヲ皮華~S]l家 1 棟では貧弱に失ずる!識が

あるカ)0

さて，具体的な土地の移?守についてであるが，京都府は 8月初日に京都府迷ぬi391号および392

により府中村，吉津村の前村iζ符1'¥1し，村会での可決を見た後， 14年 1月 18，実施の留を公

布する。絢臨場の所有地 1210J:'jZ (fJ3100坪は巡銘敷)ぞ締j出寺所有のまま地縮告白府中村大字江尻

l乙編入し，逆lこ府中村大字江尻のフミ橋立!こ尖入する部分367坪 (ζのうち211:坪はすでに公問地に

なっている)及び向村大学中野の民有地 38TlZ，合計405坪を公開地lζ編入し. J惑絡を大学文~tζ

変~し.さらに. 1Mll慰ミ，If:所有地の334坪，文殊法脊l:[Uの234坪，合せて568坪を公!弱地に綱入する

ととが決まる。問月101:1.事務引継や終える。30)

ζの時点で. J込有地の混在していた:ltfffStこついても決結がつき天嬬立公劉はその総務がすべて

「公開地Jとなった。

3. 結びにかえて 一天橋立と近代ッーワズムー

明治28年，京都で開催された第 4間内閣勧業博覧会，縫都記念千百年祭の問機は多くの内外人

が京都へ訪れる機会をつくったが，先に述べた明治27，28年の建議，上取はその入京者に対する

観光地の戦術毎日的とするものであった。当H刺:リ行怠れたガイド・ブック， r;a;都紀念祭聯合IZ

域名所!日~{独案内~ (柴崎f樹暗殺)には次のように京都からヲミ橋立への行離が記されている。

第十五線 七条大宮より午前七時発のよ~IIJ. f己終じ福知 1 1I 1乙!勾ふ(馬主11九十八銭)…[注;蕊第二十八綴…米
!駁より汽取にで敦賀に出て(数佼港奇数日叡i'iI!偶数釘iJjl減資六十銭)討道路官官津}乙赴き天ノ橋立を見るもiゑ
からん]

第十六線 裕知ILi発河守まで潟司王の伎や取りこれより!日i還に従ひ沿伊勢i乙て内外2ぎを採し不等tlll告に登り…

絶演にで天総立迷恕;駁令下れば郎ち一!コ腐絡に巡す支きより官j~ltへ{岐に-ill余は複線P汀字叡21五 1 1I~反楼 iζ投獄せ
り・・・

第十七線 取(人力単一策者注)Hliひ初産主噂文珠;:i?綴て天の栂立を見…2日

このあと郷鶴lζ11::¥. I潟郊で…iI:I.保津J11 i?下り聞で船&乗り換え:再びJIIを下り「同長会の絶慌

を見つつ胤111I乙!対……休飛車京都lζ1諮るJという潤遊コースが記されている。

橋治:で n皮のぞきjをするといつでもなかなか大変な旅である。

上に述べたi波路，京都・際部!自の車道の際機工事に替手したのが明治14生存11月，竣ご[したのが

ようやく， 22年 8月のことであった。
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さらに 2年後の明治24生存 7月に京都・津間の梁合応部の営梁が開始された。所袈時聞はまだ

30時間30分も裂した。 26年 6 月は15時間30分とおよそ半分に蝦綿される。 r宮部の沢IIl~栄蛍馬

恕tsにては来る十五日より宮搾の本jおと京都七条大陵商入間支出との間i乙際日発殺のj郁li母校後

せしむる出…J32)と新聞は低えている。初発は午前4Jl寺京都発，同 8Jl寺!鶏部殺，午後2時30分櫛

知111務，間 71待30分営陣殺となっている。午前中にはもうー{史 6f1寺訳者fl発，午後 5Jl寺30分稲知

I.LI者1.1:りがある。午後は 3時30分京都発， 61時間部報J1:り。 :'ISfsiZtま京都・岡部凶131鍛，京都・掲

匁1111開閉鎖.京都・営陣閥 1円48鍛となっている。

内部博見物のついでにヲミ橋立へ足舎のばす遊覧者はこの馬車にゆられて営沖まで行く ζ とにた

る。

京都・官隊問の馬車の開通によって従来と比べれば，織かに天橋立見物は容易になったが，ど

れほどの旅行者が訪れたかは疑問の残ると ζ ろであるo U'しろ， ζのJ誌については鉄道の発述を

見てゆく必袈がある。鉄道の敷設により丹後縮緬をはじめ多くの物践の輸送が海路依得から随路

へのi降換の時期令迎える。

宮津地方における鉄道問題は明治25年 8}g. 沼津潟潜鉄道期成問盟会~組織したにとに始まる

が，宮路自体i乙鉄道が敷設されるのは大記131:1"4月の丹後鉄道官路線の開通まで待たなければな

らない。しかし，丹波・丹後地方へは徐々に鉄道が般投されてゆく。とくに明治22年，軍港に指

定された鱒鶴への路線がj汗袈なものとして，京鶴鉄道と|坂総鉄道の敷設が間期となる。その波及

効果として天繍立への遊覧を招致することになる。

明治25年には，京鶴鉄道敷設述動が舞鶴IIぜ，京都市さらに沿線の有志者により脱閉される。明

治25年11月8日に府会は京都・舞鶴間鉄道敷設の建議ぞ内務大陸に提出する。溜26主1"2}g 6闘の

鉄道会議で京都・舞鶴i潤鉄道敷設が許可される。

Jft~時鉄道敷設に対して宮津11汀は必ずしも歓却していたわけではない，逆 lこ舞鶴港が鎖そf'府lζ指

定怠れたためにその繁栄~~事われる ζ とに危機感を持っていた。 27主1" 2 月，宮津lこ鉄道j組成関盟

会が結成されたのはその現われでもある。

26年 7月にいたり，浜岡光:gr，問中源太郎，中村栄助の 31ろが中心になり京都鉄道会事1:を設立，

27年 5月91=1，鉄道・会議で広務i鉄道京鶴線.京都・綾部・舞鶴間，舞鶴・営陣開，綾部・相知山

間および描知山・和問山間が許可された。盟， 28年11月5E1，正式に京都鉄道会社の免許がおり

た。 29年4月5臼，京都iJ?j謡点として工事l乙務手，明治32年8月15日.京都・関部i潟が開通した

が，その他の予定路線は資金織のため中止のやむなきに怒った。

さきに述べたように京都鉄道の京鶴線は明治27年 5月91ヨの鉄道会犠で許可されたのに対し，

i授鶴鉄道は保留ということになっていた。その後，路線を変:9!し.起J誌をや1I崎lζ し，浅田， 1諜ilJ

を綬て福知1111乙怒る路線に縮小し， 29年 4J~30 臼，許可された。明治 32 年 7 月 15 臼，神崎・ 1認

知山関が開通した。さらに，先ほど述べたように!劇部以北の京総線の敷設中氏を見， 32年12月11

日に:摺知山・舞鶴岡の敷設~Il結:脅したが，開き入れられなかった。その後，密投鉄道として，舞

鶴・綾部経由・揺知山閣の鉄道敷設工事が35年 8月殺Tし， 37年11月:3Fllこ開通する。また投

鉄道として闘部・綾部間は436T~ 8月25沼l乙開通する。

明治36年11月に天楠立公闘の投留を蹴い出fこ時点で1ま，京都鉄道-がi調I!;liJf::り， I授鶴鉄道の方は

福知ILJJl:りであった。ただ，鰯知山・舞鶴間はすでに工事が始まっておりその!?母通が待たされる

という情剖であった。

明治35勾::5 月に刊行された『官~I!誕内記J (J誌谷資規綱)には官沖への交通手段が識かれてい

る。
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|収鶴鉄道はネ高知rlr・大販問， }'i滋約 411寺i潤30分在袈して 1日住援 6使。 J高知rlr・ 待 問 は

「淑鶴馬耀jが慌'議されており 1問2往復溜行されていた(所要時間は 5時間)。また，海路に

ついても記されている。;富津滋はすでに波代以前から日本潟の袈港となっており.いくつかの汽

舶会社の航路となっている。宮路・敦賀聞には丹州汽船会社の館一宮搾丸，第二:常持丸場:の定期

航路があり，伊呂波汽船会社の「伊呂波丸Jもまた舞鶴渇から智津港経由舞鶴iこ探るという航路

を取っていた。先述の F党都紀念祭聯合区域名所IE!蹴独策内J1ζは敦賀まで汽船で行き，梅路宮

津というコースが記されていたが，京阪神方商からの遊覧容にとっては鉄迫.の開通が持たれる

ものであった。明治33f"F刊の『大日本三錦織立奨やt:fJi乙は鉄道iこついての期待が述べられてい

る。 r殊 iζj授鶴鉄道ノ、丹波稿9;rJ rll を総て此地l乙遥するのまri醗既に成り又京都鉄道ハ型車r~rl~tF控ぞ経

で迷すべく丹後鉄道も亦此地主左越点として損j寝間城の崎lζ述するの計iilli成りたれば鉄道にして過

する役得は間務純11濯をきはbるも亦述きにあらぎるべし…J

明治35年10月に発行された F阪鶴鉄道名所第内Jには:縮知111から11思余，人力車設 11司10鍛と

ある。また，英文の説明もあり，“ 5hours by Jinrikish乱 fromFuku・chiyamaSta tion"と記

されている。

夫1喬:ft公鶴投開の製機は磁接・的にはすでに述べたように明治36主F11月の悶有林の不iJJJ硲館林処

分であったが，またその背:慌には地方経済援興のための交通路の発迷によって波及する観光への

可能性があった。務i断的な名勝ヲミ橋立の保存は地域経済の活性化を却すものである。明治 25年

nu丹紀行jの宝持者はすでにこうiZsべている。

i均名i玄あるの故令以で此近傍が年々 イ也よち吸収する利主主の如何をj忍はんにはほ々 六夜間1ruかめらん一千円
~投ずるも憎む吋ζj忍らじ仮し手Ij主主のYniñHま 'tIJjて 1印式ぎること h ずるも此者rrの名区制染彩ずるの必~あるは
公ふまでもなく…33)

さで，鉄道をFI:t心とする交通路の殺舶は観光容をヲミ橋立へ向わせる ζ とになるが，ぞれにとも

なう地の対応はどうであったのか。

「白河I築内記JIζはいくつかの旅館の広告・が掲載怠れている。明治25年にう疋椛'j'r.の保存ぞ訴え

た荒木金兵衛は宮津港f~l，態IIIJで別i(l iJ?経営していた。文珠IJI111.1]]，Jには幾ltt却j七経JAtの「対橋扱j

「対湖楼Jがあり，本町lこは徳間佑兵衛の「粉絢i楼J等iJ?はじめ寓持にはすでに多くの旅鵡があ

った。 r旅摺議jとしてここでは13人の名が上げられている。

大正期に入札ヲミ橋忠公悶内!こも旅館が建設される。小天橋内に旅館，別主主(旅館別館)建設

のための土地使用許可の取締が 3{lj:， 1m長lζ出される。

i設j切に rl~n苦してきたのは文j米 fなかや旅部J の主人行間金造であった。小天織の北部iこ旅館を

建てたいとの議i旬を郡は大正 8年 6月訪問，府へ照会しt:o 238. 内務部から建設許可にあたっ

ての注法事現を述してきた。それには瀦潤な建物として}諸問の風教とi'Jld和させること，許可の期

間を 5年あるいは10伴とし風致を持するときは即時撤織させること，許可の前に設計宮?と使用方

法会提出ずるよう記している。 34)これぞうけて与論}郡では 8月298. 公間使用について 5条から

なる「命令訴JiJ?作成し， 12月初日，さらに府l乙伺い似ている。 35) i命令被jには殻物の佼{乱

坪数. 1~)日期間( 5ヶ年)等が記されている。ちなみに使用料は 1却に持 1年間50銭である。幾

i比勘七については 9年 9日付.補問佐兵衛は同年 3月4日付でそれぞれ「命令書」を村&して与謝

指名から府の内務省lζ許可申識がi討されている。 36)r-j:l爾の認i簡を見るといずれも木造平家数寄毘鼠

巡りのりっぱなものでdうる。 3者iζ対して 4月12fヨ付で1115長名で許可指令が出窓れるが，第一次

大戦後の経済砥慌のためすぐに務手ずる ζ とが!羽難であるとしてそれぞれ建築延期を願い出でい



222 

る。また，小天嬬は現和孤島の状態であり，架橋後物資の巡搬が容易になってから務手したいと

という1:llirおも上げている。 36)その後，関金遊は11年 4月15日i乙竣コ:J爵月号i却し「掬水路:Jと名づ

ける。しかし， f!Uのふたりについては大夫織部捕後もまったく建設する形跡がなかった。 1予報郡

は11作 5月29日に'1制定するが返符がなく， 11月11EI.織世誕b七については「命令筋 5条31)に

逮押したとして許可ぞ取り消す。36) 徳間佐兵衛は11月28闘に建物の設計仕様の変更i'~I~ff討し，許

可取り消しを免れる。

この旅館の建物に対し「名f19JJ指定されるがi伴に内務省地理課からクレームが付けられたこと

があった。大正10年 6月1日，邦i切内務大限鈴鹿地銀翻!設から馬郡!京都府知事lζ 「天橋忠公関ハ

名勝トシテ史b'l!1名勝天然紀念物保宥:法ニ依リ指定スベキ見込ノ処悶公開中ノ一部ニ料国営業ノ!刊

ユ供スル家態建設問…有家路建設ノサ氏致ヲ損スヘクト存セラレ侠ニ付公閤j治使用ヲ許可セサJレ様

致皮投…J38)と名勝地内の旅館建設に反対である留を伝えてきたが，さきほど述べたように府は

ζの時点ではすでに建設&許可しており 6月30院に内務省地理課長l乙ζ う問答している。 r俄
ニ許可取締等ハ悶~qÊナノレ酔!占アルノミナラス公悶ノ j減数上ニ関シテハ充分ノ注窓ヲ払ヒ建物ノ如

キモ平家建ニシテ尤モ掛打開ナル様式ヲ選パシメタル諮ニシテ此程度ノモノハ事ロ必袈ニシテ毅文

様之ト綜侠条…J38) と。おきに述べた情況からすれば，与謝郡では旅館総設の許可を取り消す ζ

とも可能であったが，むしろ態設には樹騒的な姿勢がうかがわれる。 7月 9臼lこは山本郡長から

内務部長に旅官官建設について理解奇求める添惑が出されている oS8〉

結果的には 2jlq:の旅館が建設され， lf日和 5イ判官の『丹後苦手li村総Jには， r胸水:(:主」とともに
火IE13年府の恕T:iJi'持て建築したという「粉飾機JlJlJ館， r松瀦楼jの名がみえる。経営者は諮

問佐兵衛ではなく佐々木簡子となっている。また，昭和27:lf:;混釈では 2)Iq:の旅館が確認できる。

石間余波のほかに:011:上{Ill次郎なるものが旅館を綬'討している。39)

また，公j窓口司の{自の諸施設については明治39年 3月の「天時立公間使用税組Jに定められてお

り，売脂，休鶴所あるいは潜水浴期の{反設建物等についても設問許可されている。(先述の「天

橋立公闘ニ関ス jレ調設:J!rl立大夫織に 3科"，傘松lζnq:設i註されている。)I昭和 27年現在で 4軒

の克服完成飲食j苫があり，そのうち鶴1ft勧七は明治39年 6月から，松波音蔵(借用開始時は松波法

支部である)は悶45年領から継続技用している(大夫構内)0
39

) 

前躍で述べたように公閥設i段以前，天橋立内にはf!.t.干し;場があり，そのための漉詩小盤があり，

民有地が介在していたがそれらは公鶴としての体裁を鶴えるため排除され，名1mにふさわしいも

のが作られ整備された。鉄道をはじめとする交通路の発迷は，大正j割になり名路地内に旅鵡態設

をはじめ遊覧者の利用施設の設i誌を担すことになる。大iE11年 3月の「名j路J指定は観光地とし

ての御題付となる。

本稿作成には「京都府庁文鴇:Jによるところが大きく，京都府立総合資料館の目安史資料調!の職

、民の方々には再三にわたりおi投穏になった。また，京都大学遊間学研究室の中村一教授には原稿

を関読していただき，あわせて有識な助設をいただいた。ここに記してお礼申し上げたい。
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Summary 

Ama・no・Hashidate，one of the thl'ec mo宮tbeautiful seencries in J乱pan，has been famous 
fol' its unique sea-bar sin巴eremote ages. It had been the detaehed preeinet of Chionji， a 

Buddhist temple opposite the tip of Ama-no・Hashidate，b告fOl'ethe Meiji Restoration. 

The government forfeited it as乱 nationalforest by the 1and 1aw in 1871. Nobody had 

tried to preserve its forest for sc母nicbeauty after that. Its pine forest on the sandy 

spit had been 1eft as it was. 

But in 18自4the preservation of Ama-no・Hashidatewas brought up in Kyoto prefectural 

assembly and in the following year the prefectua1 governor submitt♀d a plan to the 

Ministry of Agricultul'e and Commel'ee. But the national government refused to aceept it. 

Taking with the issue of National Forest Land Law in 1899， the adjustment in the 

undertaking of Nationa1 Forest Land started from the same yeal'. Aeeording to this 

adjustment， Ama-no・Hashidate'snational forest was designatecl to an useless forest in 

1903. 

This designation gave Yosa Distriet a ehanee to preserve Amか no・Hashidate.1n the same 

year Yos乱 Distrietsubmitted to Kyoto Prefeeture a plan for an opening of Ama-nか

Ha話hidatePark. There was also a tide of tourism in the background. They h品dfelt a 

possibility of tourisum， which was aroused by乱 dεvelopmentof modern transport facilities， 
espeeially rail way. 

Ama-no-Hashidate Park was born as a district park in 1905 and had been gradually 

impl'oved. Then， followed by the abolition of Distl'ict System， Amか no・HashidatePal'k 

became a pl'efectur・alpark in 1923. 1n the Taisyo el'a hotels and stands wel'e added fol'・

inereasing visitors in the park. 




